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建築物石綿含有建材の使用されている
建物の改修・解体工事におけるポイント
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１ɽ͡Ίに

アスベストは、ఱવ߭物でありՐ材料
などの原料として使用し、多くのଚい໋や
財産をՐ災からकってきたが、発がΜ性の
リスクから日本政府は使用規制をঃ々にڧ
化し、今日では新たな建物などへの使用は
止されている。よって、新築の建物工事ې
における石綿含有建材を取りѻうことはな
いが、աڈに建設された建物に使用された
建材の継続使用は制ݶされていないため、
ଘの建物の改修や解体の際には、これらط
の建材が使用されているՕ所のఫڈ等の࡞
業がうことがある。

アスベストと言うと、మ骨のՐ被෴な
どのことと一ൠ社会ではೝ識する方が多
い。しかし、Ր被෴材料の使用開始より
もҎ前から、ແ機ણ維による建材のڧ化を
目的としてセメントなどの材料とࠞ和され
た建材が用いられていた。その後、多༷な
建材としての製造・使用ががり、およそ
3,000छྨにٴͿ製品が製造されたと言わ
れている。これらのアスベスト建材は、ビ
ルなどだけでなくށ建て住や木造のݿ
などにも෯く使用された。さらに建物Ҏ
外のプラントや༷々な工࡞物にも使用され
ている。

アスベストが使用されている建材の除
業時は、࿑ಇ安全࡞などの・切அ・ڈ
衛生法や大気汚染防止法のほか、自࣏体ご
とにఆめる例等による༷々なルールが決
められている。このルールをकるためには、
工事の対となる建材などにアスベストが
含まれているかどうかを正しく別するこ
とが必要である。別により含有する建材
であることが明らかとなったとき（分ੳな
どにより別せͣ、目視によるஅによっ
て含有建材であるとみなす場合も含まれ
る）、対とする建材のඈ散しやすさなど
を考ྀしつつ、その後の࡞業時のඈ散や
く࿐を防止するための計画を࡞成しそれに
Ԋって施工することなる。このとき、実際
は含有している建材に対して不含有とޡっ
たஅをすれ、࡞業にって発生するア
スベストคじΜによる࡞業従事者やそのۙ
の第ࡾ者などへのく࿐にܨがり、ٯに
不含有な建材を含有していたとޡれ、本
来は必要ないはͣのアスベスト対策工事が
૿え、工事の期化や不要なඅ用がかかる
など、༷々な経済的社会ଛࣦにつながる。

このようなことから、աڈの建物を改修・
解体工事する場合は、正しく石綿含有建材
の使用状況を別できるスペシャリスト

（建築物石綿含有建材調査者）の関与が重
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要となる。

̎ɽݐ物なͲのࣄલௐࠪ

石綿ো害予防規ଇ（Ҏ下石綿ଇと記す）
第３や大気汚染防止法（ಉ大防法と記す）
第18の15第１߲でఆめられているよう
に、建物などの改修・解体工事に際しては、
工事Օ所すべてのൣғにおけるアスベスト
含有建材の使用状況調査が必要となる。

この調査݁Ռについては、記を࡞成・
保管するとともに発者への説明が求めら
れている。2023年10月からは、建築物の事
前調査においては特ఆ建築物石綿含有建材
調査者（ಉ特ఆ調査者と記す）、または一
ൠ建築物石綿含有建材調査者（ಉ一ൠ調査
者と記す）などの有資֨者により行うこと
が義化される。対とする工事が一ށ建
てまたは共ಉ住の住ށの内෦のみの工事
の場合は、一ށ建て等石綿含有建材調査者

（ಉ一ށ建て等調査者と記す）も可能であ
る。

特ఆ調査者や一ൠ調査者は一ށ建て等調
査者のような調査可能なൣғのݶఆはな
く、これら両者の間にも明確な対ൣғは
区分されていない。

この２つの調査者のҧいは、一ൠ調査者
は講शにおいて座ֶと修ྃ考査のみである
のに対し、特ఆ調査者は一ൠ調査者の講श
や考査内容に加え実際の建物における実श
とその修ྃ考査の合֨者ということであ
る。このことから、石綿含有建材のछྨが
多ذにわたるような大規模な建築物や、改
修を܁り返し石綿含有材料の特ఆが難しい
建築物は特ఆ調査者や一ఆの実地経ݧを積
Μだ一ൠ調査者にґཔすることと示されて
いる。

さらに、2022年４月からは新たにް生࿑
ಇ省と環境省が整備する共通のి子システ
ムを用い、この調査݁Ռについて元業者

（または自主施工者）には報告の義が追

加される。これは調査した建物などすべて
が対ではなく、一ఆ規模Ҏ上の工事（建
物の解体工事ではその対চ面積が80̼2

Ҏ上、建物の改修や工࡞物の解体・改修で
は負ֹۚが100ສԁҎ上〈含消අ੫。事
前調査අは含まない〉）が対となる。
ҙしなけれならないのは、調査の݁Ռア
スベストを含有する建材が全くなかった場
合においても、「なし」であったことを報
告することが求められている点である。す
なわち、খ規模な修સ工事等を除くと、大
半の改修・解体工事は報告を求められるこ
とになる。

このほか、一ఆ規模Ҏ下など報告の義
がない࡞業においても、記の࡞成・保管
や、࡞業計画の࡞成、発者への説明、対
策の実施などは報告義のある工事とಉ༷
に実施しなけれならないことは言うまで
もない。

工事前の調査は設計ਤ書、ॡ工ਤや改修
ਤなどの書面による調査に加え、現地にお
ける実際の建物に使われている建材の目視
確ೝによる調査を合わせて行うこととఆめ
られている。設計ਤなどにアスベストをࠞ
和した建材が見たらないという理༝で、
現地調査を省略するなど、現地の確ೝ調査
を経ͣして֘建物において「アスベスト
含有建材の使用はೝめられない」というよ
うなஅをしてはいけない。なお、2006年
９月Ҏ߱に新たに着工した建物は、石綿含
有建材の使用ې止後にすべての新築工事が
行われることが現地の建材の使用状況を確
ೝしなくても明らかであることから、建築
確ೝਃなどの書面によって着工日を確ೝ
することで֘建物には使用していないと
அしてよい、とされている。

書面調査ٴͼ現地調査を経てもなおアス
ベストを含む建材であるかどうか別がで
きない場合は、֘建材の代表的なࢼ料を
取し、所ఆの分ੳによってそのஅをす࠾
ることになる。ただし、調査時点ではまだ
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建物が供用中で、ࢼ料࠾取できない場合や、
対となるಉ一の建材の使用ྔがগྔで
あって、分ੳඅ用より除࡞ڈ業や廃棄物処
理の差ֹඅ用が安価であるなど経済的に不
合理な場合などは分ੳによる別を省略
し、֘建材はすべて「アスベストを含む
とみなし」、調査݁Ռを取りまとめる。こ
れは、ਧ付けアスベストなど、今まで分ੳ
を省略し含有建材とみなすことができな
かったものも含まれることになった。これ
とはٯに、メーカーの製品情報や分ੳ݁Ռ
などの明確なࠜڌがないにもかかわらͣ、

「アスベストを含まない建材とみなし」、対
策をとらない工事はできないことにཹҙが
必要である。

分ੳによる含有建材の別方法について
は、+IS規֨として現ࡏは整備されている
が、+IS規֨が整備される前には基発第188
߸や基安化発第0622001߸などに示された
方法により行われていた。2006年に+IS規
֨は+IS "1481：2006として整備されたが
国際ඪ準であるISO規֨との整合性をਤる
など༷々な理༝によって変遷をげ、現ࡏ
は+IS "1481ô1～ô5：2021として̑つの方法
としてまとめられている。

Ґ૬差分散ݦඍڸ観とᶠઢ回ં置に
よる基発第188߸法（طに廃止）の流れを
む+IS規֨（ô２、ô３）であるが、これټ
もաڈの度の改正時にࡉかなखॱが変ߋ
されている。աڈの調査݁Ռを現ࡏの事前
調査のஅにおいて参考情報とする場合
は、いつの時点にどの方法によって別さ
れた調査݁Ռであるのか、ਫ਼査する必要が
ある。すなわち、ಉじ൪߸の規֨による分
ੳ方法であっても最後のྐྵ年がҟなる場
合はಉ一ではない方法で分ੳされた݁Ռで
ある可能性を含Μでいるというೝ識が必要
となる。なお、分ੳをґཔする分ੳ機関は、
2023年10月Ҏ߱は分ੳ調査を実施するため
に必要な知識ٴͼ技能を有する者（分ੳ調
査講श修ྃ者）にݶఆされることにもཹҙ

が必要である。
古い建物においては、ॡ工ॳの使い方

から大きく変ߋされていることもあり、そ
のࠟをಀさͣ的確に建物のཤྺを推す
る力が求められる。例え、建物の外पか
ら見て屋上などにԎಥがある場合は、建物
内にԎಥஅ材の使用がٙわれる。しかし、
そのԎಥを必要としたボイラーやম٫な
どはطにఫڈされたにもかかわらͣ、Ԏಥ
だけがख付かͣでそのままっていること
が多い。なかには、不要なものであること
から屋上直下のఱ井裏でԎಥを切அし、そ
の下の෦分を解体ఫڈしていて、෦のみ
が置されていることもある。このような
場合、֊下を୳してもԎಥがないというこ
とになるが、最上֊のఱ井裏にはってい
るということになる。

調査においてはݶられた制約のなかで、
この建物を使いউखを考えた設計者や施工
者に思いを寄せ、また、その後の建物への
ニーズの変化にう所有者の改修への思想
を考えつつ、݁Ռとして࿙れのない調査の
確実な実施が求められる。このほか、内外
の建材など༷々なՕ所の建材の使用状況
や改修状況など、書面では記のってい
ないࡉかな情報をもಀさないӶい観؟で
アスベストを含む建材の使用の有ແを調査
する姿勢が大切である。

なお、事前調査における主なཹҙ点につ
いては、平成30年４月20日基安化発0420第
１߸に書面調査と現地調査のཹҙ点やࢼ料
取のཹҙ点などがৄड़されているのでこ࠾
ちらも参考にされたい。

３ɽ ࢪ時にお͚る
Ξεϕετのඈࢄɾ͘࿐ରࡦ

施工時におけるアスベストคじΜのඈ散
や、除ڈ等の࡞業従事者のく࿐を防止す
るためには次の３つのポイントがある。
①発生源からの発じΜを制する対策



�0 -iGe and EnvironNent VoM.66, /o.6,  2021

/o6_特ू ਗ਼水建設 川ࢯޱ＋次߸予告_4n　　ページ41/o6_特ू ਗ਼水建設 川ࢯޱ＋次߸予告_4n　　ページ40

②発生したคじΜの拡散防止
等の使用۩ޢ業従事者ごとの個人用保࡞③

対策のॱ൪は、まͣ①を実施するがそれ
でもリスク低減が不े分である場合は②を
実施し、さらに最後のࡆとして③を実施す
る。

建築物石綿含有建材のఫڈや切அ、
などの࡞業にい、アスベストを含むほこ
りが発じΜする。ߴ回సなどڧいຎࡲ・
研ຏ・切などはख持ち工۩による取り外
しよりもڧいエネルギーが与えられること
から発じΜしやすい。このような工法や工
۩のબఆは、࡞業環境のคじΜ濃度を変化
させることから、施工効と環境中のคじ
Μ濃度低減方法の組み合わせなどを考ྀし
て、બすることが؊要である。

発じΜがう࡞業方法の場合は、࡞業෦
Ґを࣪५化することで制する効Ռがあ
る。࣪५も୯に水で࣪らせるだけでなく、
೪着性がߴいものや、ਁಁ性をߴめるよう
に工されたඈ散防止ࡎを使用するとさら
に発じΜを制することができる。これら
の工法・工۩のબఆやༀࡎ散などについ
ては、施工खॱと共に計画することが求め
られる。

業中における対策と࡞
して、࡞業環境中のคじ
Μྔを低減する方法があ
る。࡞業環境中の濃度を
下げることで࡞業従事者
へのคじΜ付着やִཆ
生シートഁଛ時の࿙Ӯリ
スク低減などに効Ռがあ
る。
ਤ̍1）は、クリιタイ

ルを含有するਧ付けアス
ベストが施工されている
体ҭ館屋ࠜ（࡞業前にඈ
散制ࡎを散し࣪५化
済）の除࡞ڈ業中におい

て、アスベスト除࡞ڈ業用として提供され
ている発じΜ制ࡎを࡞業場内に散した
場合のアスベスト気中濃度の経時変化を示
したものである。ここではಉじ制ࡎ原ӷ
に対して11ഒرऍ（製造メーカーの指ఆす
るඪ準使用濃度）散、ༀࡎ濃度をߴめた
２ഒرऍ散によるҧいをൺֱしている。
ༀӷໄ前の࡞業場内濃度は1,890̵�̡で
あったが、ඪ準使用濃度のༀࡎを࡞業場内
に散ししたとこΖ、35分経աによって
1�100Ҏ上への低減がみられ、またߴ濃度
のༀӷを散すると10分で1�1,000Ҏ上の
低減効Ռがಘられている。このことから、
まってきたときߴ業場内のคじΜ濃度が࡞
は、ༀӷの空中散を積ۃ的に行うことに
より改善できることがわかる。

発生するคじΜの࡞業場所Ҏ外への拡散
防止のため、必要に応じてポリシートなど
で࡞業を行う場所とそれҎ外を区分する。
さらに発じΜ性がߴいと࡞業に区分される
ときは、内෦空間を外෦にൺべて負ѹにす
るフィルター付きのूじΜ・排気置を用
いて外෦への࿙Ӯを防止する。この場合、
このूじΜ・排気置の設置場所は環境中
のคじΜのัू効ՌにӨڹがあり、࡞業場
内も気流のཎみが発生しないようにレイア

ਤ１　制ࡎໄ後のค͡Μೱܦ時มԽ１
（原ਤのॎ࣠をର数࣠にมߋ）
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ウトすることが大切である。ूじΜ・排気
置はคじΜྔ減の効Ռだけでなく、࡞
業場所からの࿙Ӯを防ぐ負ѹ化した࡞業空
間をܗ成する。空気を取り入れるଆの開ޱ
෦（一ൠ的には࡞業従事者の出入りޱなど）
を密ดすることによって࡞業環境の負ѹ度
はߴくなるが、࡞業環境中の空気の流れは
ஶしく制され、フィルターを通աする気
流が減গするためूじΜ力は低下する。ま
た、ա度な差ѹを生じることからポリシー
トでԾ設したִཆ生が内ଆにഁଛするڪ
れもあるため、ద切な負ѹ管理としつつ、
的にूじΜ・排ۃ業環境中のคじΜを積࡞
気置のフィルターでΖաすることを目指
す計画とすると、คじΜの外෦への࿙Ӯや、
業従事者のく࿐リスクを低減すること࡞
にܨがる。

なお、ポリシートによるִཆ生設置後
除࡞ڈ業開始前にूじΜ・排気置をՔಇ
させ、スϞークテスターを用いることでこ
の気流を可視化し、確ೝすることができる。
また、ポリシートなどによりғわれた࡞業
エリア内では、࡞業従事者は直アスベス
トคじΜにࡽされるためٵݺ用保ޢ۩や付
着しにくい保ޢҥなどによりく࿐を防止
するだけでなく、࡞業場所からのคじΜを
持ち出さないようҙすることが必要であ
る。

なお、保ޢҥにはアスベストคじΜが付
着していることから、खやإの開ޱ෦や
フΝスナー෦などをしっかりと密ดするほ
か、࡞業後に脱ҥする際には、汚染された
保ޢҥの外面と、内ଆに着ている࡞業着な

どが৮れて汚染が移ることのないようにཹ
ҙが必要である。ٵݺ用保ޢ۩着時の
フィットテストの実施や、࡞業後の保ޢ۩
に付着しているคじΜをஸೡに除ڈしਗ਼ܿ
を保つことなど、それͧれの用۩のద正な
使用方法をख़知して࡞業にྟむことが大切
である。

̐ɽ Ξεϕετのछྨのҧ͍による
ඈࢄɾ͘࿐のϦεク

アスベストのछྨによって発じΜしやす
さがҟなると言われている。༷々な石綿含
有ਧ付けロックウール等の除ڈ工事におけ
る࡞業環境中や࡞業場所पลのଌఆ事例が
報告されているが、一ൠ的には୯一छྨの
アスベストにロックウールやセメントをࠞ
和した材料をਧき付けているέースのଌఆ
例が多い。

アスベストछの差ҟによるඈ散性のҧい
が明確に表れたଌఆ例として、1974年ॡ工
のమ骨造建物のྊに施工されたਧ付けアス
ベストによるՐ被෴（含有ྔ分ੳ݁Ռ：
クリιタイル26ˋ・アϞサイト26ˋ）の除
、業空間の事例2）がある。この事例では࡞ڈ
ҟछのアスベストがಉྔ配合された材料で
あったが、࡞業環境中のアスベスト濃度は、
クリιタイルが50̵�̡であったのに対し
て、アϞサイトは5,900̵�̡と100ഒもの
濃度差を生じていた。発じΜ性がアスベス
トछྨのҧいにより大きくҟなることを示
すέースであった。

ฌݿ県環境研究センターによるฌݿ県内

ද１　Ξスϕスτআڈ事と࿙Ӯൺ３
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における2005年度から2014年度までの10年
間で調査した1,186物件の除去作業におけ
る大気環境調査結果を表１3）に示す。蛇紋
石系のクリソタイルは工事数に対する漏洩
率は2.5％であったのに対し、角閃石系の
アモサイト（漏洩率14.0％）やクロシドラ
イト（漏洩率16.9％）と5.6～6.7倍となって
いる。アスベストの種類によって、発じん
性や漏洩しやすさが大きく異なることを示
す調査結果が得られている。

これらの結果から、調査において得られ
た建材中に含まれるアスベストの種類にも
留意し、施工計画とその実施が必要である
ことがわかる。

5．おわりに

アスベスト含有建材の調査の留意点と、
調査結果を踏まえた作業における作業従事
者のばく露と環境への漏洩防止に資するポ
イントについて、特に留意するべき項目を
紹介した。

アスベストは発がん性を有するハザード
であるが、漏れのない建物の建材使用状況
調査を確実に実施することと、その結果に
基づく計画の立案と施工の実施により、作
業従事者のばく露や周辺環境等への漏洩の
リスクを避けることができる。ここに記し
た事項に配慮いただき、安全安心な改修・
解体工事が施工されることを願ってやまな
い。

参考文献
１）鈴木信雄、武高男：吹付けアスベスト対策の

現状と処理方法：施工、Vol.274, 55-64、1988
２）古賀純子、豊口敏之、金城知広、涌井健、川

口正人、青島等、笠井賢一、本橋健司、鎌田
元康：アスベスト含有建材の劣化時および除
去工事時におけるアスベストの飛散性に関す
る調査報告書：建築研究資料、No.163、参考
1-87～1-89、2014

３）藤原亘、中坪良平、松村千里、平木隆年：ア
スベスト除去工事における大気中へのアスベ
スト飛散監視調査：兵庫県環境研究センター
紀要、Vol.6, 19-22、2015

【新春特集】
来たるべき“脱炭素社会”を展望する
⃝�気候変動に関する政府間パネル（IPCC）による
第６次評価報告書の概要について

【特別企画】
脱炭素社会に向けたごみ処理座談会　
ʙୈ��ճੜ׆ͱڥશࠃ大ձ͔Βʙ

【連　載】
⃝�大災害時における「し尿」の
処理処分
⃝��差がつく! 保健所・環境衛生監視員
～環監未来塾 入門講座編～

⃝�その他

※内容は変更する場合があります。

2022年１月 号 予 告




